
〔
箱
根
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
改
正
〕

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
お
よ
び
国

民
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
が
施
行
さ
れ
、

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
対
す

る
適
用
条
文
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と

な
ど
に
と
も
な
い
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可

決
し
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委

員
の
定
数
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
〕

こ
の
議
案
は
、
閉
会
中
の
継
続

審
査
と
し
て
観
光
環
境
常
任
委
員

会
に
付
託
さ
れ
、
総
務
企
画
常
任

委
員
会
と
の
連
合
審
査
と
な
っ
て

い
た
も
の
で
、
審
査
の
結
果
、
原

案
の
と
お
り
条
例
を
廃
止
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
可
決
し
ま
し
た
。

（
賛
成
多
数
）

〔
箱
根
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一

部
改
正
〕

農
業
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
た
こ

と
に
と
も
な
い
、
常
任
委
員
会
の

所
管
事
項
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
可
決
し
ま
し
た
。

（
賛
成
多
数
）

〔
平
成
１６
年
度
箱
根
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）〕

歳
入
歳
出
に
５,５６１
万
３,０００
円
を
追
加

し
、
総
額
を
９７
億
３,９５６
万
８,０００
円
に
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
決
し
ま
し

た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
平
成
１６
年
度
箱
根
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）〕予

定
を
上
回
る
社
会
福
祉
基
金

へ
の
指
定
寄
付
金
が
あ
っ
た
た
め
、

歳
入
歳
出
に
５,５００
万
円
を
追
加
し
、

総
額
を
１４
億
８,０１３
万
３,０００
円
に
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
可
決
し
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計

画
見
直
し
」
及
び
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
・
Ｆ

Ｔ
Ａ
交
渉
」
に
関
す
る
意
見
書
採

択
に
つ
い
て
の
陳
情
〕

こ
の
陳
情
は
、
閉
会
中
の
継
続

審
査
と
し
て
観
光
環
境
常
任
委
員

会
に
付
託
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、

審
査
の
結
果
、
趣
旨
採
択
と
し
ま

し
た
。

（
賛
成
多
数
）

〔
神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校
入
学

者
選
抜
に
係
る
資
料
の
見
直
し
を

求
め
る
意
見
書
〕

こ
の
意
見
書
は
、
２
人
の
議
員

か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
神
奈

川
県
へ
要
望
す
る
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
決
し
ま

し
た
。

（
全
員
賛
成
）

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。

〔
神
奈
川
県
市
町
村
職
員
退
職
手

当
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
及
び
規
約
の
変

更
〕相

模
湖
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走

組
合
が
、
平
成
１７
年
３
月
３１
日
を

も
っ
て
解
散
し
、
神
奈
川
県
市
町

村
職
員
手
当
組
合
を
脱
退
す
る
こ

と
に
と
も
な
い
、
地
方
自
治
法
の

規
定
に
よ
る
協
議
の
必
要
が
生
じ

た
た
め
提
出
さ
れ
た
こ
の
議
案
は
、

審
査
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
障
害
者
自
立
支
援
法
案
の
撤
回

を
求
め
る
意
見
書
〕

２
人
の
議
員
か
ら
、
関
係
行
政

庁
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
よ

う
提
案
さ
れ
た
こ
の
議
案
は
、
閉

会
中
の
継
続
審
査
と
し
て
、
教
育

福
祉
常
任
委
員
会
に
付
託
し
ま
し

た
。

議
会
条
例

補
正
予
算

陳

情

意
見
書

協

議

継
続
審
査

星
野
立
子
の
忌
日
は
ひ
な

ま
つ
り
の
日
、
作
者
は
そ
ん

な
日
に
ち
な
ん
で
、
お
茶
を

た
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

何
と
立
子
に
ふ
さ
わ
し
く
、

思
い
の
た
け
が
十
分
に
感
じ

ら
れ
る
こ
の
作
品
は
、
四
月

十
日
に
発
表
さ
れ
た
神
奈
川

俳
壇
に
お
い
て
、
特
選
を
受

賞
し
ま
し
た
桐
谷
綾
子
氏

（
強
羅
在
住
）の
作
品
で
す
。

ふ
く

さ

さ
ば

�
紫
の
袱
紗
を
捌
く
立
子
の
忌
�

第１４０号議 会 だ よ り は こ ね

神奈川県公立高等学校入学者選抜に係る資料の見直しを求める意見書
現在、小・中学校では、児童・生徒の学習状況等の評価として、

「目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）」による評価・評定が
されているが、これは、児童・生徒のよさを認めていこうとする
ものであり、学習意欲を高めるなど教育効果が十分認められてい
るものである。
しかし、「いわゆる絶対評価」における評価・評定を神奈川県
公立高等学校への入学者選抜資料として使用することについて、
学校間格差や地域間格差が課題となっており、生徒や保護者の間
に多くの不公平感や不安感を生じさせている。
したがって、神奈川県においては、この「いわゆる絶対評価」
における評価・評定を神奈川県公立高等学校入学者選抜資料に使
用することについて、客観性や公平性を確保するため、より一層
の見直しと改善を求めるものである。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１７年３月２４日

神奈川県足柄下郡箱根町

議会議長 古 川 貞 夫

（意見書の提出先）

神奈川県知事・神奈川県教育委員会教育長

（３） 平成１７年６月


